
議案書
データ頁

番号 件　　名 概要 区分

3 109
令和７年度宍粟市一般会計補正予算（第３
号）

 補正予算(別冊) 補正予算

20 110
令和７年度宍粟市国民健康保険診療所特別会
計補正予算（第２号）

〃 〃

22 111
令和７年度宍粟市介護保険事業特別会計補正
予算（第２号）

〃 〃

29 112
令和７年度宍粟市訪問看護事業特別会計補正
予算（第２号）

〃 〃

36 113
令和７年度宍粟市水道事業特別会計補正予算
（第２号）

〃 〃

37 114
令和７年度宍粟市病院事業特別会計補正予算
（第２号）

〃 〃

40 115
宍粟市情報通信技術を活用した行政の推進等
に関する条例の制定について

　市民等の利便性の向上と業務の簡素化及び効率化を図り、条例、規則等で定めら
れている各種手続の申請等やそれらに対する市の機関等が行う処分通知等のデジタ
ル化を可能とするため、条例を制定する。

条例制定

45 116
宍粟市乳児等通園支援事業の設備及び運営に
関する基準を定める条例の制定について

　児童福祉法等の改正により、「乳児等通園支援事業」が創設された。（所謂「こ
ども誰でも通園制度」）本市において、当該事業を令和８年度から実施するにあた
り、内閣府令で定める基準に準じ、当該事業の設備及び運営に関する基準を定める
ため、条例を制定する。

〃
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54 117
宍粟市特定乳児等通園支援事業の運営に関す
る基準を定める条例の制定について

　児童福祉法等の改正により、「特定乳児等通園支援事業」が創設された。本市に
おいて、当該事業を令和８年度から実施するにあたり、内閣府令で定める基準に準
じ、当該事業を行う事業者が遵守すべき事業運営に関する基準を定めるため、条例
を制定する。

条例制定

64 118
宍粟市デジタル社会推進基金条例の一部改正
について

　これまで本基金を財源として、デジタル化による業務改善や地域振興を推進して
きたところである。引き続きその財源を確保し、さらにデジタル化を推進していく
ため、本基金の失効期限を令和14年3月末に延長するための条例の改正を行う。

条例改正

66 119 宍粟市組織条例の一部改正について 　令和8年度より組織機構の再編を行うため、条例の改正を行う。 〃

70 120 宍粟市公告式条例の一部改正について
　国が進める「アナログ規制の見直し」に伴う各種法令等の改正を踏まえ、本市の
デジタル化推進の一環として、公告式のデジタル化を行うため、条例の改正を行
う。

〃

73 121 宍粟市行政手続条例の一部改正について

　国が進める「アナログ規制の見直し」の一環として行われた行政手続法の改正に
伴い、本市においても同様に公示による聴聞の通知方法をデジタル化し、従来の掲
示場に掲示する方法からインターネットを利用する方法へ見直すため、条例の改正
を行う。

〃

79 122
宍粟市火入れに関する条例の一部改正につい
て

　気象庁の発する気象警報の呼称の変更や市町村長が林野火災に関する注意報を発
することができることとされたことを踏まえ、山林等への火入れ中止の要件を改正
するなどの条例の改正を行う。

〃

82 123 宍粟市起業家支援条例の一部改正について
　本条例の助成対象となる起業家の安定した事業継続に資するため、助成の対象と
なる要件を改めるための条例の改正を行う。

〃

84 124
宍粟市下水道事業受益者負担金徴収条例の一
部改正について

　下水道受益者負担金の徴収に関して送達すべき書類の公示送達は、地方税法の規
定に基づき行うことから、本条例中の公示送達に係る規定を削除するため、条例の
改正を行う。

〃
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86 125
宍粟市病院事業の設置等に関する条例の一部
改正について

　国において、効率的な医療体制の確保を目的に病床数の適正化を進める医療機関
に対して支援を行う「病床数適正化支援事業制度」が創設された。当該支援制度を
活用し、公立宍粟総合病院の経営改善に資するため、休床状態である一部の病床数
の削減（199床から187床）に関し規定を改めるための条例の改正を行う。

条例改正

88 126
宍粟市家庭的保育事業等の設備及び運営に関
する基準を定める条例等の一部改正について

　児童福祉法等の改正に伴う内閣府令の基準に準じ、「宍粟市家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準を定める条例」、「宍粟市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例」及び「宍粟市放課後児童健全
育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」において、「虐待等の禁
止」、「利用乳幼児に対する健康診断の全部又は一部を行わないことができる場
合」及び「地域限定保育士の追加」について、関係部分を改めるため、条例の改正
を行う。

〃

95 127 宍粟市立保育所条例の廃止について
　宍粟市幼保一元化計画に基づき、令和7年度末をもって宍粟市立かしわの保育所が
閉所されることに伴い、宍粟市が設置する保育所が無くなるため、条例を廃止す
る。

条例廃止

97
報告
13

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分
事項の報告について

損害賠償事故の損害賠償額の決定に係る専決の報告 報告
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